
 
 

☆
二
・
一
一 

思
想
と
信
教
の
自
由
を
守
る
！ 

 
 

「
二
月
一
一
日
」
と
い
う
日
に
憶
え
る
問
題 

◆
二
月
一
一
日
は
「
建
国
記
念
の
日
」
と
し
て
祝
日
で
あ
る
、
と
政
令
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か

 
 

 
 

し
何
を
も
っ
て
「
建
国
」
と
す
る
の
か
。
な
ぜ
こ
の
日
を
、
そ
の
記
念
の
日
と
す
る
の
か
。
十
分
な

 
 

 
 

議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
こ
の
二
月
一
一
日
は
、
敗
戦
後
に
廃
止
さ
れ 

た
神
武
天
皇
が
即
位
し
た
日
を
建
国
の
日
と
し
て
祭
日
と
定
め
た
「
紀
元
節
」
と
同
じ
日
で
あ
り
、

 

こ
の
日
を
「
建
国
記
念
の
日
」
と
し
て
い
る
こ
と
に
強
い
危
機
を
憶
え
ま
す
。
い
や
が
お
う
に
も 

「
建
国
記
念
の
日
」
の
祝
日
―
「
二
月
一
一
日
」
―
「
紀
元
節
（
神
武
天
皇
即
位
日
）
」
の
祝
い
と 

 

い
う
連
想
が
強
め
ら
れ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。 

 

日
本
国
憲
法
に
規
定
さ
れ
た
、
私
た
ち
の
自
由
の
行
使 

◆
右
の
事
は
日
本
国
憲
法
に
規
定
さ
れ
た
私
た
ち
の
思
想
と
信
教
の
自
由
の
保
障
に
照
ら
し
て
、
問

 

題
視
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
す
。
私
た
ち
が
神
武
天
皇
の
即
位
日
を
祝
う
か
祝
わ
な
い
か
は
、
私
た

 

ち
の
自
由
で
す
。
そ
の
祝
い
を
、
国
が
私
た
ち
に
強
制
す
る
こ
と
は
、
憲
法
に
よ
っ
て
許
さ
れ
ま

 

せ
ん
。 

 

◆
だ
か
ら
こ
そ
私
た
ち
は
、
こ
の
二
月
一
一
日
に
思
想
と
信
教
の
自
由
を
求
め
て
、
学
ぶ
べ
き
を
学 

び
、
挙
げ
る
べ
き
声
を
挙
げ
た
い
。
そ
の
戦
い
を
果
た
し
た
い
と
願
い
ま
す
。
こ
の
姿
勢
は
、
憲

 

法
に
則
っ
た
、
私
た
ち
の
自
由
を
正
し
く
行
使
す
る
姿
勢
で
す
。 

 

「
人
類
の
多
年
に
わ
た
る
自
由
獲
得
の
努
力
の
成
果
」 

◆
憲
法
は
、
私
た
ち
の
思
想
と
信
教
の
自
由
と
い
っ
た
、
「
基
本
的
人
権
」
に
つ
い
て
、
第
九
七
条

 

で
こ
う
言
い
ま
す
。
「
こ
の
憲
法
が
日
本
国
民
に
保
障
す
る
基
本
的
人
権
は
、
人
類
の
多
年
に
わ
た
る
自

 

由
獲
得
の
努
力
の
成
果
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
権
利
は
、
過
去
幾
多
の
試
練
に
堪
へ
現
在
お
よ
び
将
来
の
国

 

民
に
対
し
、
侵
す
こ
と
の
で
き
な
い
永
久
の
権
利
と
し
て
信
託
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
。
憲
法
は
言
い
ま

 

す
。
私
た
ち
の
自
由
は
、
過
去
か
ら
現
在
ま
で
、
絶
え
間
な
く
繰
り
返
さ
れ
た
人
類
の
努
力
の
結

 

果
で
あ
る
、
と
。
世
界
に
は
い
つ
で
も
、
私
た
ち
の
自
由
を
奪
お
う
と
す
る
悪
し
き
力
が
あ
る
。

 

黙
っ
て
い
れ
ば
、
す
ぐ
に
自
由
は
奪
わ
れ
る
。
だ
か
ら
私
た
ち
は
、
将
来
の
自
由
獲
得
の
た
め
に

 

い
つ
も
学
び
続
け
る
。
戦
い
続
け
る
。
そ
の
姿
勢
が
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
私
た
ち
の
「
今
」
の
自

 

由
は
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
忘
れ
な
い
で
欲
し
い
。
自
由
の
た
め
に
戦
い
続
け
て
欲
し
い
。
こ
れ
が

、
憲
法
自
身
が
私
た
ち
に
求
め
る
願
い
で
す
。 

 

◆
二
月
一
一
日
、
危
機
さ
え
憶
え
る
こ
の
日
に
こ
そ
、
思
想
と
信
教
の
自
由
を
守
る
！
そ
の
学
び
と

 

戦
い
を
共
に
し
ま
し
ょ
う
。
「
人
類
の
多
年
に
わ
た
る
自
由
獲
得
の
努
力
の
成
果
」
を
共
に
受
け

 

継
ぎ
、
将
来
に
つ
な
げ
て
行
き
ま
し
ょ
う
。 

      
 

 
   

☆
２
・
１
１ 

思
想
と
信
教
の
自
由
を
守
る
集
会
・
講
演
会
の
お
し
ら
せ 

 
 

 
 

日
時
・
場
所 

二
月
十
一
日
（
日
）
午
後
２
時
よ
り
、
地
域
情
報
セ
ン
タ
ー
（
中
区
） 

 
 

 
 

講
演
演
題 

 
 
 

天
皇
制
に
向
き
合
う
視
点
は
何
か
―
終
戦
の
議
論
を
参
考
に
し
て 

 
 

 
 

講
師 

 
 
 

 
 

 
 

笹
川
紀
勝
氏
（
憲
法
学
者
、
国
際
基
督
教
大
学
名
誉
教
授
） 

 

二
〇
一
八
年
二
月
十
一
日
（
日
）
護
憲
平
和
行
進
（
通
算
六
一
二
回
目
） 

 
  

浜
松
市
憲
法
を
守
る
会 

事
務
局 

浜
松
市
中
区
紺
屋
町
三
〇
一
ー
一
五 

 
 

★
月
例
護
憲
平
和
行
進 

毎
月
第
二
日
曜
日
・
午
後
一
時
・
浜
松
市
役
所
正
面
玄
関
集
合 

 
 

 
 

→
二
月
は
左
記
集
会
あ
る
た
め
、
三
十
分
早
め
て
十
二
時
三
十
分
集
合
と
な
り
ま
す
。 

 

 私たちの自由のため、日本国憲法を守ろう！ 

  ◆  

 浜松市憲法を守る会のホームページは  http://gokenhamamatsu.g.dgdg.jp/→ 護憲浜松  で検索  



                     
  

     

日
本
国
憲
法 

第
九
条 

  

日
本
国
民
は
、
正
義
と
秩
序
を
基
調
と
す
る
国
際
平
和
を
誠
実
に
希
求
し
、
国
権
の 

 
 

発
動
た
る
戦
争
と
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は
武
力
の
行
使
は
、
国
際
紛
争
を
解
決 

 
 

 

す
る
手
段
と
し
て
は
、
永
久
に
こ
れ
を
放
棄
す
る
。 

 
 

 

前
項
の
目
的
を
達
す
る
た
め
、
陸
海
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
は
、
こ
れ
を
保
持
し
な
い
。 

 
 

 

国
の
交
戦
権
は
、
こ
れ
を
認
め
な
い
。 

  


